
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 計画策定の背景 

市市でではは、、住住宅宅及及びび建建築築物物のの耐耐震震化化をを促促進進すするるここととにによよりり、、地地震震災災害害にに強強いいままちちづづくくりりをを推推進進

すするるたためめにに、、平平成成 2233 年年 33 月月にに策策定定、、平平成成 2299 年年 33 月月にに改改定定ししたた「「日日高高市市建建築築物物耐耐震震改改修修促促進進

計計画画」」がが令令和和２２年年度度ををももっってて終終了了ししまますす。。  

ししかかしし、、耐耐震震化化率率のの目目標標値値にに達達ししてていいなないいここととかからら、、引引きき続続きき耐耐震震化化をを促促進進すするるたためめ令令和和８８

年年 33 月月ままでで計計画画をを延延長長ししまますす。。  

【阪神・淡路大震災の教訓】 

 

平成７年に発生した阪神・淡路大震災 

では、建築物の倒壊や家具等の転倒によ 

る死者が全体の約９割を占めました。 

 

特に、昭和 56 年以前の旧耐震基準で建て 

られた建築物で倒壊等の被害が多数発生しまし 

た。 

 

【全国どこでも発生する可能性のある大規模地震】 

 

日高市建築物耐震改修促進計画 
令和３年 3 月改定 【概要版】 

２ 計画の目的・期間 

近年では、岩手・宮城内陸地震（平成 20 年

6 月）、東日本大震災（平成 23 年 3 月）、熊本

地震（平成 28 年 4 月）などの大地震が頻発し

ており、家屋倒壊等による甚大な被害が発生し

ています。このように、大地震は「いつ」「ど

こで」発生するのか予測が難しい状況です。 

 

【阪神・淡路大震災の建物被害】 

0％   20％       60％  80％ 100％ 

軽微・無被害 昭和 56年 

以前 

軽微・無被害 

中・小破 

中・ 

小破 

大破 

以上 

大破以上 

昭和 57年 
以降 

（新耐震） 

88%

10% 2%
焼死体（火傷死

体）及びその疑い

のあるもの 

その他 

家屋・家具類の
倒壊による圧
死と思われる
もの 

【阪神・淡路大震災の人的被害】 

【熊本地震による建物被害】 

本本計計画画はは、、快快適適にに暮暮ららせせるる安安心心・・安安全全ののままちちをを目目指指ししてて、、住住宅宅及及びび建建築築物物のの耐耐震震化化をを促促進進

すするるここととにによよりり、、地地震震にによよるる建建物物のの倒倒壊壊等等のの被被害害かからら市市民民のの生生命命とと財財産産をを守守るるここととをを目目的的とと

ししてておおりり、、令令和和３３年年度度かからら令令和和７７年年度度ままでで５５年年間間延延長長ししまますす。。  

６ 建築物の耐震化を促進するための施策 

日日高高市市  都都市市計計画画課課  建建築築指指導導・・開開発発指指導導担担当当  
（（本本庁庁舎舎  ３３階階  日日高高市市大大字字南南平平沢沢１１００２２００番番地地））  

電電    話話：：００４４２２－－９９８８９９－－２２１１１１１１（（代代表表））  

EE--mmaaiill：：ttoossiikkeeiikkaakkuu@@cciittyy..hhiiddaakkaa..llgg..jjpp    

木造住宅耐震診断・耐震改修補助制度について 
 

市では、木造住宅の耐震診断、耐震改修を行うかたに、診断費用、改修費用の一部を補助

します。  

※対象となる建築物は、昭和 56 年 5月 31 日以前に着工された一戸建て住宅又は兼用住宅で店舗等

の用に供する部分の床面積が延べ床面積の 2 分の 1 未満で、かつ、木造在来軸組工法又は木造枠

組壁工法(ツーバイフォー)で建築された 2階建て以下のもの。 

住住宅宅やや建建築築物物のの耐耐震震化化をを推推進進すするるたためめにに、、以以下下のの施施策策にに取取りり組組みみまますす。。  

◆耐震化に関する意識啓発及び知識 

の普及 

 □パンフレット等による情報の周知 

 □地震ハザードマップによる情報提供 

 □建築基準法による勧告又は命令等の実施 

□地域住民・自主防災組織等との連携 

◆耐震診断及び耐震改修の促進を図るた

めの支援策 

 □支援制度等 

（無料簡易耐震診断、耐震診断及び耐震改

修に関する補助制度、埼玉県建築物耐震改

修等事業） 

 □融資制度の周知 

  （住宅金融支援機構、埼玉県、日本政策金

融公庫） 

 □税の特例措置の周知 

  （所得税、固定資産税、住宅借入金等特別

控除） 

◆安心して耐震改修を行うことができる

ようにするための環境整備 

 □相談窓口の設置 

 □リフォームに合わせた耐震診断・耐震改修の

促進 

 □無料耐震診断相談会の実施 

 □地元建築士と連携した相談体制の整備 

 □定期報告制度との連携 

 □耐震サポーター制度の活用 

◆地震時の安全対策 

 □家屋や棚等の固定による安全対策 

 □ブロック塀等の安全対策 

 □窓ガラス等の落下防止のための安全対策 

 □エレベーターの安全対策 

 □建築物の土砂災害対策 

 □建築物の大雪対策 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅の耐震化の現状と目標                （単位：戸） 

a b c d e=a+d f=(c+d)/e

91.2%

89.5%

耐震化率(％)
耐震性あり耐震性なし

計

22,430

22,608

昭和56年５月までの旧耐震基準の住宅

平成30年
10月1日現在

令和２年
3月31日現在

昭和56年６月
以降の新耐震
基準の住宅

6,582 2,358 4,224 15,848

6,355 1,989 4,366 16,253

23,320 95.0%
令和８年

3月31日最終目標
5,446 1,166 4,280 17,874

 

※ 耐震化率の算定：昭和 56年 5月までに工事に着工した建築物のうち、耐震性があるとされるもの 

  と新耐震基準で建築された建築物との合計が、全体に占める割合で算出しました。 

※ 国の耐震化率の推計方法の見直しに準じて、推計方法の見直しを行っています。 

※ 平成 30年 10月 1日の数値については、総務省統計局で公表している「住宅・土地統計調査」を 

基に算出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 建築物の耐震化の現状と目標 

（１）住宅 

（２）多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物 

建物用途 総数 
耐震性を有

する 
建築物の数 

耐震化率 

令和元年 目標値 

市有特定既存耐震不適格建築物 
（第 14 条第 1 号） 

40 棟 40 棟 100％ 100％ 

民間特定既存耐震不適格建築物
（第 14 条第 1 号） 

92 棟 90 棟 98％ 95％ 

  

  そそのの他他のの市市有有建建築築物物ににつついいててはは、、次次のの建建築築物物かからら優優先先的的かかつつ計計画画的的にに、、耐耐震震性性ににおおけけるる

安安全全性性のの評評価価ななどどのの手手法法をを活活用用ししてて検検討討ししてていいくくここととととししまますす。。  

  ●●  避避難難所所等等ととななるる建建築築物物          ●●  災災害害時時のの拠拠点点ととななるる建建築築物物  

  市市有有特特定定既既存存耐耐震震不不適適格格建建築築物物 4400 棟棟ににつついいててはは、、小小中中学学校校等等のの耐耐震震化化工工事事のの取取りり組組みみ

にによよりり、、全全てて耐耐震震性性がが確確保保さされれてていいまますす。。  

  民民間間特特定定既既存存耐耐震震不不適適格格建建築築物物 9922 棟棟ににつついいててはは、、耐耐震震性性ののなないいももののがが２２棟棟ととななりり、、耐耐

震震化化率率はは 9988％％でで目目標標値値をを達達成成ししてていいまますす。。  

    現現状状でではは、、市市内内のの住住宅宅のの耐耐震震化化率率はは 9911..22％％ととななっってていいまますす。。国国及及びび県県のの目目標標値値をを踏踏ままええ、、

本本計計画画ににおおいいててもも、、令令和和８８年年 33 月月末末ににおおけけるる住住宅宅のの耐耐震震化化率率のの目目標標をを 9955％％ととししまますす。。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）その他の市有建築物 

種類 内 容 

住宅 
・戸建住宅、併用住宅 

・長屋、共同住宅 

特定既存耐震 

不適格建築物 

（民間） 

・耐震改修促進法第 14 条に規定する特定既存耐震不適格建築物 

【第１号】学校、体育館、病院、事務所等の多数の者が利用する一定規模以上

の建築物 

【第２号】危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 

【第３号】地震によって倒壊した場合、その敷地に接する道路（緊急輸送道路）

の通行を妨げ、多数の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物 

特定既存耐震 

不適格建築物等 

（市有） 

・耐震改修促進法第 14 条に規定する特定既存耐震不適格建築物 

・避難所等及び災害時に拠点となる建築物 

 

３ 対象建築物 

４ 想定される地震被害 

想定地震 
ﾏｸﾞﾆ 
ﾁｭｰﾄﾞ 

地震の
タイプ 

選定理由 
市内の 
最大震度 

東京湾北部地震 7.3 

海溝型 
地震 

フィリピン海プレート上面の震源深さに関

する最新の知見を反映 

5 強 

茨城県南部地震 7.3 5 弱 

元禄型関東地震 8.2 
首都圏に大きな被害をもたらしたとされる

元禄地震（関東大震災）を想定 
5 強 

関東平野北西縁断層帯地震 8.1 活断層 
型地震 

深谷断層と綾瀬川断層を一体の断層帯とし

て想定 
6 弱 

立川断層帯地震 7.4 最新の知見に基づく震源条件により検証 6 弱 
 

県では平成 24・25 年に「埼玉県地震被害想定調査」を実施し、以下の 5 つの想定地震の

被害想定結果を示しています。特に、「関東平野北西縁断層帯地震」が市の最大震度となる

とともに、建築物等の被害が最も大きくなります。 

 

市内の最大震度となる地震 

（関東平野北西縁断層帯地震） 

による被害想定 

建物被害 
全 壊 42 棟 

半 壊 549 棟 

人的被害 
死 者 3 人 

負傷者 87 人 
 

【想定地震の断層位置図】 

本計画の対象となる建築物は、建築基準法に規定する新耐震基準（昭和 56 年 6 月 1 日施

行）前に着工された住宅及び耐震改修促進法第 14 条に規定する特定既存耐震不適格建築物

等とします。なお、対象建築物については、県と市で連携して対応するものです。 

日高市 

現状（推計） 

91.2％ 
（令和 2年 3 月 31日現在） 

目標値 

95.0％ 
（令和 8年 3 月 31日現在） 

 

 

 


